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これまで検討してきたまちづくりのルール【まちづくり提言書 一部抜粋】 

災害に強く、地域で対応できるまち 

まちづくりの目標  
誰にとっても安心でき、 
心育むまちを次世代へ 

凡例 

うるおいやゆとりを感じ、楽しく安全に歩けるまち  

世代や文化を超えて、みんながつながり 
助け合えるまち 

方針１ 

方針２ 

方針３ 

まちづくりの方針図  

壁面位置の制限 
道路境界から建物の外壁を
50cm 後退することで、ゆとり
あるまちなみを確保します  

道路の境界線  

空間をあける（50cm 以上）  

●時間はかかるかもしれないが、建替えに合わせて徐々に空間を
確保する方法が望ましい  

●６ｍ以上ある道路には適用する必要はない  

建物の不燃化（新たな防火規制） 
準耐火構造以上の建物への更新を進めることで、地震と火災に
強いまちを目指します  

※床面積 50 ㎡以内の平屋建
ての付属建築物は、木造防
火構造建築物とすることが
できます  

●助成制度等資金面での支援策とセットで導入する必要がある  
●助成金額を大きくできると建替える人も増えるのではないか  

垣又はさくの構造の制限 
建物の新築や建替えの際に、ネットフェンスや生垣等にする
ことで、道路の安全性や快適性を向上させます  

●大阪北部地震での事故も踏まえ、ブロック塀撤去は安全確保の面
で必要である  

●道路に面した部分にかかる規制であり、お屋敷でない限りは、手
入れはそこまで大変では無い。制限した方がよい  

隅切りの確保 
生活道路の交差点に隅
切りを設け、見通しを確
保し、出合い頭の交通事
故を減らしていきます。 

●重要な取組であり、特に新荒川堤防線から本地区へ進入する道路
は、斜めに進入する箇所が多いため隅切りが必要  

建物高さの制限 
街区の特性を踏まえた高さの最高限
度を定めることで、調和のとれた良
好な住環境を維持します。  

●将来的に土地がまとまって大きなマンションが建つ可能性もある
ため、街並みを維持するためにルールが必要  

建物の用途の制限 
住環境を悪化させる恐れのある建物
用途を制限することで、良好な住環
境を維持します 

●地区内に小松川高校もあるため、建物の
用途を制限するべきである  

建物の意匠の制限 
突出した奇抜な色彩の建物を制限するこ
とで、今ある落ち着きや調和のとれた
良好な住環境を維持します  

●特定の色に制限されるわけではなく、「奇抜な色」を規制するこ
とが目的であれば必要  

敷地面積の最低規模を設定するルール 
敷地の細分化を防ぎ、安全でゆとり
ある住環境を形成します  
●敷地面積の最低限度が 80 ㎡だと厳し
いため、現状指定されている 70 ㎡が
妥当である  

まちづくり提言書では、これまでの協議会やアンケートを通して、地域の皆様と検討してきたまちづくりのルールが掲載されています。検討してきたルールと皆様から頂いた意見（下記枠内    ）を
一部ですがご紹介します。  






